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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体の側部を構成するサイメンアウタパネルの下部を構成し、車幅方向内側に開口した
断面ハット状とされて下部に貫通穴が形成されたロッカアウタパネルと、
　前記ロッカアウタパネルの車幅方向内側において車体前後方向に延在し、車幅方向外側
に開口した断面ハット状とされて前記ロッカアウタパネルとで閉断面構造を形成するロッ
カインナパネルと、
　前記ロッカインナパネルと前記ロッカアウタパネルとの間に配設されて車体前後方向に
延在し、車幅方向内側に開口した断面ハット状とされて前記ロッカインナパネルとで閉断
面構造を形成するロッカリインホースと、
　前記ロッカインナパネルと前記ロッカリインホースとで形成された閉断面構造の断面内
に配設され、前記ロッカリインホースに重ね合わされ且つ隙間を空けた状態で接合された
補強部材と、
　を有し、前記補強部材に内側開口部が貫通形成されると共に、前記ロッカリインホース
には、前記内側開口部と重ね合わせて設けられ、且つ、上端位置が前記内側開口部に対し
て車体上側にオフセットして配置された外側開口部が貫通形成されていることを特徴とす
る車体のロッカ構造。
【請求項２】
　前記外側開口部の車体上下方向中央部は、前記内側開口部の車体上下方向中央部に対し
て車体上側にオフセットして配置されていることを特徴とする請求項１に記載の車体のロ
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ッカ構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、閉断面構造とされた車体のロッカ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　重ね合わせて接合された一対の板状部材に対して、浸漬塗装を塗装むらのない状態で効
率的に行うために、一対の板状部材の重ね合わせ部分に隙間を形成した板状接合体の構造
が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この構造では、一対の板状部材の隙間へ積極的に塗装剤を流し込む手段は設けられてい
ない。
【特許文献１】特開平８－２０６５８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、閉断面構造とされたロッカ等の車体骨格部材を補強するために、車体骨格部
材の側面を構成する縦壁部材の内壁に補強部材を重ね合わせて接合する場合がある。この
場合には、縦壁部材の補強部材との対向面、及び補強部材の縦壁部材との対向面にも防錆
処理液を付着させなければならず、縦壁部材と補強部材との間へ積極的に防錆処理液を流
し込む手段が必要となる。
【０００５】
　本発明は上記事実を考慮し、ロッカリインホースの補強部材との対向面、及び補強部材
のロッカリインホースとの対向面への防錆処理液の付着を促進させることができる車体の
ロッカ構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の車体のロッカ構造は、車体の側部を構成するサイメンアウタパネルの
下部を構成し、車幅方向内側に開口した断面ハット状とされて下部に貫通穴が形成された
ロッカアウタパネルと、前記ロッカアウタパネルの車幅方向内側において車体前後方向に
延在し、車幅方向外側に開口した断面ハット状とされて前記ロッカアウタパネルとで閉断
面構造を形成するロッカインナパネルと、前記ロッカインナパネルと前記ロッカアウタパ
ネルとの間に配設されて車体前後方向に延在し、車幅方向内側に開口した断面ハット状と
されて前記ロッカインナパネルとで閉断面構造を形成するロッカリインホースと、前記ロ
ッカインナパネルと前記ロッカリインホースとで形成された閉断面構造の断面内に配設さ
れ、前記ロッカリインホースに重ね合わされ且つ隙間を空けた状態で接合された補強部材
と、を有し、前記補強部材に内側開口部が貫通形成されると共に、前記ロッカリインホー
スには、前記内側開口部と重ね合わせて設けられ、且つ、上端位置が前記内側開口部に対
して車体上側にオフセットして配置された外側開口部が貫通形成されていることを特徴と
する。
【０００７】
　請求項１に記載の車体のロッカ構造では、ロッカインナパネルとロッカアウタパネルと
で閉断面構造が形成されると共に、ロッカインナパネルとロッカアウタパネルとの間に配
設されたロッカリインホースと、ロッカインナパネルとで閉断面構造が形成されている。
また、ロッカインナパネルとロッカリインホースとで形成された閉断面構造の断面内に補
強部材が配設され、この補強部材は、ロッカリインホースに重ね合わされた状態で接合さ
れている。
【０００８】
　ロッカアウタパネルの下部には貫通穴が形成され、補強部材には内側開口部が貫通形成
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されると共に、ロッカリインホースには外側開口部が貫通形成されて内側開口部に重ね合
わせて設けられており、車体のロッカを防錆処理液に浸漬した際に、車体のロッカの断面
内へ防錆処理液を流し込むことが可能となっている。また、補強部材がロッカリインホー
スに隙間を空けた状態で接合されていることにより、車体のロッカを防錆処理液に浸漬し
た際に、補強部材とロッカリインホースとの隙間に防錆処理液を流し込むことが可能とな
っている。
【０００９】
　ここで、外側開口部の上端位置が、内側開口部に対して車体上側にオフセットして配置
されており、補強部材の内側開口部より車体上側の部位が外側開口部と重なり合っている
。このため、車体のロッカを防錆処理液に浸漬した際に、防錆処理液が、補強部材の内側
開口部より車体上側の部位に当たり、該部位を伝って該部位の車体上方の上記隙間へ流れ
込む。
【００１０】
　即ち、補強部材の内側開口部より車体上側、且つ外側開口部と重なり合う部位により、
該部位の車体上方の上記隙間へ防錆処理液が積極的に流し込まれる。よって、内側開口部
及び外側開口部の車体上側において、ロッカリインホースの補強部材との対向面、及び補
強部材のロッカリインホースとの対向面への防錆処理液の付着が促進される。
【００１１】
　請求項２に記載の車体のロッカ構造は、請求項１に記載の車体のロッカ構造であって、
前記外側開口部の車体上下方向中央部は、前記内側開口部の車体上下方向中央部に対して
車体上側にオフセットして配置されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項２に記載の車体のロッカ構造では、外側開口部の車体上下方向中央部が、内側開
口部の車体上下方向中央部に対して車体上側にオフセットして配置されている。これによ
り、外側開口部を拡大させることなく、また、内側開口部を縮小させることなく、補強部
材の内側開口部より車体上側であり、外側開口部と重なり合う部位の面積を拡大させるこ
とができる。
【００１３】
　よって、ロッカリインホースの強度の低下を抑制し、且つ、車体のロッカの断面内への
防錆処理液の流入に対する影響を抑制しつつ、内側開口部及び外側開口部の車体上側にお
いて、ロッカリインホースの補強部材との対向面及び補強部材のロッカリインホースとの
対向面への防錆処理液の付着を促進させることが可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明によれば、ロッカリインホースの補強部材との対向面、及
び補強部材のロッカリインホースとの対向面への防錆処理液の付着を促進させることが可
能である車体のロッカ構造を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明の車体のロッカ構造の一実施形態を図１乃至図９に従って説明する。
　なお、図中矢印ＦＲは車体前方方向を、矢印ＵＰは車体上方方向を、矢印ＩＮは車幅内
方方向を示す。
【００１６】
　図１には、本発明の一実施形態に係る閉断面構造体１０（図２参照）を備える車体１２
が示されている。この図に示すように、車体１２の側部を構成するサイメンアウタ１４に
は、サイドドア開口部１６が形成されている。サイドドア開口部１６は、車体前側の縁部
を構成するフロントピラー１８と、車体上側の縁部を構成するルーフサイドレール２０と
、車体後側の縁部を構成するリアピラー２２と、車体下側の縁部を構成するロッカ２６と
に囲まれている。フロントピラー１８には、ヒンジ（図示省略）によりサイドドア（図示
省略）の前端部が連結されており、このサイドドアによりサイドドア開口部１６が開閉可
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能となっている。
【００１７】
　また、図２には、ロッカ２６を車体前後方向から見た断面図が示されている。この図に
示すように、ロッカ２６は、サイメンアウタパネル１４の下部を構成する車幅方向内側に
開口した断面ハット状のロッカアウタパネル２４と、ロッカアウタパネル２４の車幅方向
内側において車体前後方向に延在する閉断面構造体１０とを備えている。
【００１８】
　閉断面構造体１０は、車幅方向外側に開口した断面ハット状のロッカインナパネル２８
と、ロッカインナパネル２８とロッカアウタパネル２４との間に配設され車幅方向内側に
開口した断面ハット状のロッカリインホース３０とを備えている。
【００１９】
　ロッカインナパネル２８とロッカリインホース３０とは、上端及び下端に形成されたフ
ランジ部が互いに溶接されることにより、閉断面構造を形成している。また、ロッカリイ
ンホース３０の上端及び下端のフランジ部には、ロッカアウタパネル２４の上端及び下端
に形成されたフランジ部が溶接されており、ロッカリインホース３０とロッカアウタパネ
ル２４とによっても閉断面構造が形成され、さらには、ロッカインナパネル２８とロッカ
アウタパネル２４とによっても閉断面構造が形成されている。また、閉断面構造体１０の
断面内には、断面Ｌ字状の補強部材としてのＬ字リインホース３２が、車体前後方向に沿
って延設されている。
【００２０】
　図２及び図３に示すように、ロッカリインホース３０は、車体上下方向に対して略平行
に配設された縦壁部３０Ａと、縦壁部３０Ａの上端部から車幅方向内方且つ斜め上方へ延
設された上壁部３０Ｂと、縦壁部３０Ａの下端部から車幅方向内方且つ斜め下方へ延設さ
れた下壁部３０Ｃとを備えている。
【００２１】
　また、Ｌ字リインホース３２は、縦壁部３０Ａと重ね合わせて配設された縦壁部３２Ａ
と、上壁部３０Ｂと重ね合わせて配設された上壁部３２Ｂとを備えている。縦壁部３２Ａ
の下端部には、複数のスポット溶接用の座面３２Ｃが車体前後方向に沿って所定間隔おき
に形成され、上壁部３２Ｂの上端部には、複数のスポット溶接用の座面３２Ｄが車体前後
方向に沿って所定間隔おきに形成されており、座面３２Ｃが縦壁部３０Ａの下端部に溶接
され、座面３２Ｄが上壁部３０Ｂの上端部に溶接される。
【００２２】
　ここで、座面３２Ｃ、３２Ｄは、縦壁部３２Ａ及び上壁部３２Ｂをプレス成形すること
により形成されており、これにより、Ｌ字リインホース３２とロッカリインホース３０と
の間に隙間Ｏが形成されている。
【００２３】
　また、図２に示すように、ロッカアウタパネル２４の下部には、複数（例えば、７～８
個）の防錆処理用の穴（以下、防錆処理用の穴のことをＥＤ穴という）３４が、車体前後
方向に沿って所定間隔（例えば、１００ｍｍ）おきに形成されている。
【００２４】
　また、図３及び図４に示すように、縦壁部３０Ａには、複数（例えば、７～８個）のＥ
Ｄ穴（外側開口部）３６が、車体前後方向に沿って所定間隔（例えば、１００ｍｍ）おき
に形成され、さらに、縦壁部３２Ａには、複数（例えば、７～８個）のＥＤ穴（内側開口
部）３８が、車体前後方向に沿って所定間隔（例えば、１００ｍｍ）おきに形成されてい
る。
【００２５】
　ＥＤ穴３６、３８は、円状の貫通孔とされており、車幅方向視にて互いに重合するよう
に配設されている。ここで、ＥＤ穴３６は、ＥＤ穴３８よりも大径とされている。また、
ＥＤ穴３６の中心（上下方向中央部）は、ＥＤ穴３８の中心（上下方向中央部）に対して
車体上側にオフセットされており、ＥＤ穴３６の上端位置３６Ｈは、ＥＤ穴３８の上端位
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置３８Ｈに対して車体上側にオフセットして配置されている。
【００２６】
　即ち、図４に示すように、縦壁部３２Ａには、ＥＤ穴３８より車体上側であり、且つ、
ＥＤ穴３６と重合する重合部３２Ｄ（図中に斜線で図示）が設けられている。なお、ＥＤ
穴３６の下端位置３６Ｌは、ＥＤ穴３８の下端位置３８Ｌと略同一の高さに配置されてい
る。
【００２７】
　なお、図２及び図５では、ロッカアウタパネル２４及びロッカインナパネル２８の肉厚
を、ロッカリインホース３０の肉厚と同程度に図示しているが、実際には、ロッカリイン
ホース３０の肉厚が、ロッカアウタパネル２４及びロッカインナパネル２８の肉厚よりも
厚くなっている。
【００２８】
　次に、本実施形態における作用について説明する。
【００２９】
　車体１２の塗装前に実施される防錆処理工程では、車体１２を防錆処理液（ＥＤ液）の
入った浴槽に浸漬し、車体１２の全体に防錆処理液を付着させる。ここでは、ロッカ２６
の防錆処理について説明する。
【００３０】
　図５に示すように、ロッカ２６では、図中矢印Ａで示すように、防錆処理液が、ロッカ
アウタパネル２４の下部に形成されたＥＤ穴３４から、ロッカアウタパネル２４とロッカ
リインホース３０との間の閉断面内へ流れ込み、ロッカアウタパネル２４の内壁、及びロ
ッカリインホース３０の外壁に付着する。
【００３１】
　また、ロッカアウタパネル２４とロッカリインホース３０との間の閉断面内へ流れ込ん
だ防錆処理液は、ロッカリインホース３０に形成されたＥＤ穴３６、及びＬ字リインホー
ス３２に形成されたＥＤ穴３８から閉断面構造体１０の閉断面内へ流れ込み、閉断面構造
体１０の内壁に付着する。
【００３２】
　また、ロッカアウタパネル２４とロッカリインホース３０との間の閉断面内へ流れ込ん
だ防錆処理液の一部は、ＥＤ穴３６、３８の下側の隙間Ｏへ流れ込み、縦壁部３０Ａ、３
２Ａの下部（ＥＤ穴３６、３８の下側）の互いに対向する面に付着する。
【００３３】
　また、閉断面構造体１０の閉断面内に流れ込んだ防錆処理液の一部は、ロッカリインホ
ース３０の下壁部３０Ｃの内壁を伝ってＥＤ穴３６、３８の下側の隙間Ｏへ流れ込み、縦
壁部３０Ａ、３２Ａの下部（ＥＤ穴３６、３８の下側）の互いに対向する面に付着する。
【００３４】
　ここで、ＥＤ穴３６の上端位置３６Ｈが、ＥＤ穴３８の上端位置３８Ｈに対して車体上
側にオフセットして配置されており、縦壁部３２Ａの上部（ＥＤ穴３８の上側）が、ＥＤ
穴３６と重合する高さから車体上方へ延在している。このため、防錆処理液が、縦壁部３
２ＡのＥＤ穴３６と重合する重合部３２Ｄ（図４に斜線で図示）に当たり、該重合部３２
Ｄを伝ってＥＤ穴３６、３８の上側の隙間Ｏへ流れ込み、縦壁部３０Ａ、３２Ａの上部（
ＥＤ穴３６、３８の上側）の互いに対向する面に付着する。
【００３５】
　即ち、重合部３２Ｄにより、防錆処理液がＥＤ穴３６、３８の上側の隙間Ｏへ積極的に
流し込まれる。よって、ＥＤ穴３６、３８の車体上側において、ロッカリインホース３０
とＬ字リインホース３２との隙間Ｏを介して互いに対向する面への防錆処理液の付着（つ
きまわり）が促進される。
【００３６】
　また、ここで、図２及び図４に示すように、ＥＤ穴３６の中心（上下方向中央部）を、
ＥＤ穴３８の中心（上下方向中央部）に対して車体上側にオフセットして配置したことに
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より、ＥＤ穴３６の直径を拡大させることなく、また、ＥＤ穴３８の直径を縮小させるこ
となく、上記重合部３２Ｄの面積を拡大させることができる。よって、強度部材であるロ
ッカリインホース３０の強度の低下を抑制しつつ、また、閉断面構造体１０の断面内への
防錆処理液の流入に対する影響を抑制しつつ、ＥＤ穴３６、３８の車体上側において、ロ
ッカリインホース３０とＬ字リインホース３２との隙間Ｏを介して互いに対向する面への
防錆処理液の付着を促進することが可能である。
【００３７】
　なお、本実施形態では、ＥＤ穴３６の下端位置３６ＬとＥＤ穴３８の下端位置３８Ｌと
を、略同一の高さに配置することにより、上記重合部３２Ｄの面積を最大限まで拡大させ
たが、図６に示すように、ＥＤ穴３６の中心をＥＤ穴３８の中心に対して車体上側にオフ
セットして配置するのみで、ＥＤ穴３６の下端位置３６ＬをＥＤ穴３８の下端位置３８Ｌ
の車体下側に配置してもよい。
【００３８】
　次に、ＥＤ穴３６、３８の変形例について説明する。なお、作用効果については、上述
のＥＤ穴３６、３８と同様であるため、説明を省略する。
【００３９】
　まず、第１の変形例について図７を参照して説明する。この図に示すように、第１の変
形例では、ＥＤ穴３６、３８が矩形状の穴とされている。ただし、ＥＤ穴３６、３８の４
隅は、Ｒ状に形成されている。ＥＤ穴３６の幅（車体前後方向長さ）は、ＥＤ穴３８の幅
と略同一に設定され、ＥＤ穴３６の高さ（車体上下方向長さ）は、ＥＤ穴３８の高さより
も高く設定されており、ＥＤ穴３６の幅方向中央部とＥＤ穴３８の幅方向中央部とが重合
して配置され、ＥＤ穴３６の上下方向中央部は、ＥＤ穴３８の上下方向中央部に対して車
体上側にオフセットして配置されている。
【００４０】
　即ち、ＥＤ穴３６の上端位置３６ＨがＥＤ穴３８の上端位置３８Ｈに対して車体上側に
オフセットして配置されている。なお、ＥＤ穴３６の下端位置３６ＬとＥＤ穴３８の下端
位置３８Ｌとは略同一の高さに配置されている。
【００４１】
　次に、第２の変形例について図８を参照して説明する。この図に示すように、第２の変
形例では、ＥＤ穴３６、３８が車体前後方向を長手方向とする楕円状の穴とされている。
ＥＤ穴３６の長径（車体前後方向長さ）は、ＥＤ穴３８の長径よりも長く設定され、ＥＤ
穴３６の短径（車体上下方向長さ）は、ＥＤ穴３８の短径よりも長く設定されており、Ｅ
Ｄ穴３６の上下方向中央部は、ＥＤ穴３８の上下方向中央部に対して車体上側にオフセッ
トして配置されている。
【００４２】
　即ち、ＥＤ穴３６の上端位置３６ＨがＥＤ穴３８の上端位置３８Ｈに対して車体上側に
オフセットして配置されている。なお、ＥＤ穴３６の下端位置３６ＬとＥＤ穴３８の下端
位置３８Ｌとは略同一の高さに配置されている。
【００４３】
　次に、第３の変形例について図９を参照して説明する。この図に示すように、第３の変
形例では、ＥＤ穴３６、３８が車体上下方向を長手方向とする長円状の穴とされている。
ＥＤ穴３６の幅（車体前後方向長さ）は、ＥＤ穴３８の幅と略同一に設定され、ＥＤ穴３
６の長手方向長さ（車体上下方向長さ）は、ＥＤ穴３８の長手方向長さよりも長く設定さ
れており、ＥＤ穴３６の幅方向中央部とＥＤ穴３８の幅方向中央部とが重合して配置され
、ＥＤ穴３６の上下方向中央部は、ＥＤ穴３８の上下方向中央部に対して車体上側にオフ
セットして配置されている。
【００４４】
　即ち、ＥＤ穴３６の上端位置３６ＨがＥＤ穴３８の上端位置３８Ｈに対して車体上側に
オフセットして配置されている。なお、ＥＤ穴３６の下端位置３６ＬとＥＤ穴３８の下端
位置３８Ｌとは略同一の高さに配置されている。
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【００４５】
　以上、本発明を特定の実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる実施形態に
限定されるものではなく、本発明の範囲内にて他の種々の実施形態が可能であることは当
業者にとって明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施形態に係る閉断面構造体を備える車体を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る閉断面構造体を示す正面断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る閉断面構造体に備えられたロッカリインホースとＬ字
リインホースとを示す分解斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る閉断面構造体に備えられたロッカリインホースを示す
側面図である。
【図５】ロッカに防錆処理を施している状態を示す正面断面図である。
【図６】ＥＤ穴の変形例を示す側面図である。
【図７】ＥＤ穴の変形例を示す側面図である。
【図８】ＥＤ穴の変形例を示す側面図である。
【図９】ＥＤ穴の変形例を示す側面図である。
【符号の説明】
【００４７】
　　１２　　車体
　　１４　　サイメンアウタパネル
　　２４　　ロッカアウタパネル
　　２６　　ロッカ
　　２８　　ロッカインナパネル
　　３０　　ロッカリインホース
　　３２　　Ｌ字リインホース（補強部材）
　　３４　　ＥＤ穴（貫通穴）
　　３６　　ＥＤ穴（外側開口部）
　　３８　　ＥＤ穴（内側開口部）
　　Ｏ　　　隙間
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